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住友理工株式会社

防衛省への納入製品について

当社子会社である株式会社住理工ホーステックス（旧 株式会社 TRI京都、以下、「住理

工ホーステックス」といいます）および住理工ホース販売株式会社（旧 TRIホース販売株

式会社、以下、「住理工ホース販売」といいます）は、防衛省から、2016年 10月 28日か

ら 2017年 1月 27日までの 3か月間、2社に対し指名停止の措置をとる旨の通知を受けま

した。

お客様、関係する皆様には多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。深くお

詫び申し上げます。

本件につきましては、住理工ホーステックス（2014年 10月に当社産業用ホース製造事

業を継承）、住理工ホース販売（2009年 5月に当社産業用ホース事業の営業部門を継承）

が製造または販売した防衛省向けホース製品の検査成績書等について、2016年 3月にホー

スの材料物性に関わる検査結果に事実と異なる記載があることが判明したため、2016年 4
月にその内容を自主的に防衛省に報告を行いました。また、納品された当該製品につきま

しては、調査を行い、品質、性能および安全性について問題がないことを確認し、当社は

この結果を防衛省に報告いたしました。

当社グループといたしましては、この事態を厳粛かつ重大に受け止め、今後このような

事態が再び発生することがないよう、品質保証・管理およびコンプライアンス体制を強化

し、皆様からの信頼回復に向けて、全社全力を挙げて取り組んでまいります。

このような事態となりましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。
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